
３ 平成 30 年 7 月 15 日　広報ふっさ　No.1003 市役所の代表電話番号は 

【募集対象】2016 年 8 月以降に誕生した市内在住のお子さん
【掲載内容】①お子さんの写真②お子さんの名前（ニックネーム可）・
生年月日③保護者からのメッセージ（25 文字以内）
【掲載号】広報ふっさ 8月 1日号（応募締切は 7月 19 日㈭午後 5時）

　新コーナー「Oh! My Baby!!」
は、あなたの自慢のお子さんの
写真を掲載するコーナーです。
写真と一緒に、お母さん・お父
さんからのメッセージを添えて、
思い出に残る広報紙にしてみま
せんか。スマートフォンから簡
単にご応募いただけます。

Oh!

My Baby!!

オー　

マイ　　　ベイビー

♥♥

自慢のお子さん大募集！

応募はこちらの
ＱＲコードから

2017 年 9 月●日生まれ

おもちゃを散らかすの大好
き！

●●　●●ちゃん

掲載イメージ

【日時】8 月 3 日㈮午後 1 時 30 分～

3時 10 分

【場所】東京しごとセンター多摩第

４・第５会議室（国分寺市南町 3‐

22‐10）

【対象】次の①②に該当する方

①平成 2 年 4 月 2 日から平成 13 年 4

月 1 日までに生まれた方

②一般行政職を受験希望の方

※武蔵村山市の応募要件、募集職種

は異なります。

【定員】100 人（事前予約制）

【申込み】受付中。東京しごとセン

ター多摩のホームページまたは電話 

（☎ 042・329・4510）でお申し込み

ください。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
市
民
の
方
は
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
等
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー

機
で
住
民
票
の
写
し
等
の
各
種

証
明
書
を
取
得
で
き
ま
す
。

【
利
用
で
き
る
店
舗
】
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
、
ロ
ー
ソ
ン
な
ど
の
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

※
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
設
置
の
店

舗
に
限
り
ま
す
。

【
取
得
で
き
る
証
明
書
】
住
民

票
の
写
し
、印
鑑
登
録
証
明
書
、

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
、
戸

籍
の
全
部
（
個
人
）
事
項
証
明

書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し

※
戸
籍
の
証
明
書
は
本
籍
地
が

福
生
市
の
方
に
限
り
ま
す
。

【
利
用
時
間
】
午
前
6
時
30
分

～
午
後
11
時
（
土
・

日
・

祝
日
を

含
む
。
※
年
末
年
始
お
よ
び
シ

ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
は
除

く
。）

※
利
用
の
際
に
は
、
カ
ー
ド
交

付
時
に
設
定
し
た
4
桁
の
暗
証

番
号
（
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
）
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
停

止
の
お
知
ら
せ

　

8
月
4
日
㈯
は
、
シ
ス
テ
ム

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
サ
ー

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

申
請
を
さ
れ
た
方
へ

　

現
在
、
申
請
後
１
か
月
半
程

度
で
、
交
付
準
備
が
で
き
た
方

か
ら
順
次
、
市
か
ら
交
付
通
知

書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る

方
は
、
記
載
し
て
あ
る
必
要
な

も
の
を
持
参
の
う
え
、
市
役
所

1
階
7
番
総
合
窓
口
課
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

表
示
さ
れ
て
い
る
保
管
期
限

を
過
ぎ
て
い
て
も
受
け
取
れ
ま

す
が
、
一
定
期
間
経
過
後
、
受

取
り
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、

再
度
通
知
を
送
り
ま
す
。
そ
の

後
も
受
取
り
に
来
ら
れ
な
い
場

合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
廃
棄
し
ま
す
。

　

も
し
カ
ー
ド
が
必
要
で
な
い

場
合
は
、
免
許
証
等
の
本
人
確

認
書
類
を
持
参
の
う
え
、
取

消
の
手
続
き
に
ご
来
庁
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
本
人
か
ら
の
電
話
で 

も
取
消
手
続
き
が
可
能
で
す
。

【
問
合
せ
】
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
９
５

◆市内に転入したときは
　市内に引っ越してきた方は、住

み始めてから 14日以内に転入の届

出が必要です。

・他の市区町村から転入する場合
…転出証明書が必要です。前住所

地の市区町村で交付を受けてくだ

さい。

・海外から転入する場合…パス

ポートと戸籍謄本および附票また

は在留カード等が必要です。

◆市外へ転出するときは
　他の市区町村、海外へ引っ越す

方は、転出の届出が必要です。他

の市区町村へ転出する場合、届

出の際にお渡しする転出証明書を

持って新住所地で転入の届出をし

てください(海外へ転出の場合は、

転出証明書は不要です )。

◆市内で転居したときは
　新しい住所に住み始めてから 14

日以内に転居の届出が必要です。

◆届出に必要なもの
　運転免許証等の本人確認書類が

必要になります。また次のカードを

お持ちの方は、住所変更を行います

ので持参してください。[マイナン
バー（個人番号）カードまたは通知
カード、住民基本台帳カード、在留
カード、特別永住者証明書］
※手続きに時間がかかる場合があり

ますので、午後 4時 30分(水曜日

は午後 7時 30分 )ごろまでにお越

しください。

【問合せ】総合窓口課☎ 551･1595

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
現

況
調
査
の
実
施
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
度
固
定
資
産
税
の

課
税
に
あ
た
り
、
現
況
を
把
握

す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

調
査
の
際
、
職
員
は
「
徴
税

吏
員
証
」
を
携
帯
し
ま
す
。
敷

地
内
に
立
ち
入
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
中
に
土
地
の
利

用
状
況
に
変
更
の
あ
っ
た
場
合

や
家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
場

合
は
、
平
成
31
年
度
か
ら
評
価

額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
課
税
課
資
産
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

【
実
施
期
間
】
８
月
か
ら

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

７
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

７
月
は
固
定
資
産
税
・

都
市

計
画
税
（
第
２
期
）、
国
民
健
康

保
険
税
（
第
１
期
）、
介
護
保
険

料
（
第
１
期
）、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
（
第
１
期
）
の
納
期

で
す
。
納
期
限
は
７
月
31
日
㈫

で
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
は
７

月
31
日
㈫
の
予
定
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

の
更
新
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

で
、
同
じ
世
帯
の
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
方
は
、「
後
期
高

齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」（
以
下

「
減
額
認
定
証
」）
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
自
己

負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
入
院

時
の
食
費
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日

で
す
。
過
去
に
減
額
認
定
証
を

交
付
さ
れ
た
方
で
、
平
成
30
年

度
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に

は
、
8
月
1
日
か
ら
使
用
す
る

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用

認
定
証
に
つ
い
て
（
3
割
負
担

の
方
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
の
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の

方
で
、
同
じ
世
帯
の
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
全
員
の
住
民

税
課
税
所
得
が
い
ず
れ
も
690
万

円
未
満
の
場
合
は
、
申
請
す
る

こ
と
で
「
後
期
高
齢
者
医
療
限

度
額
適
用
認
定
証
」（
以
下
「
限

度
額
認
定
証
」）
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

限
度
額
認
定
証
を
医
療
機
関

等
に
提
示
す
る
と
、
窓
口
で
支

払
う
保
険
適
用
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

※
限
度
額
認
定
証
の
対
象
者
に

は
、
８
月
上
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
市
役
所
1
階

5
番
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
医

療
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
医
療
係
☎
551
・

１
７
６
７

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

新
し
い
減
額
認
定
証
を
7
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
（
再
度
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

※
新
た
に
減
額
認
定
証
の
対
象

者
に
は
、
7
月
下
旬
に
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。
市
役
所
一
階

5
番
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
医

療
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
限
が
切
れ
た
減
額
認

定
証
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
現
在
ご
使
用
の
減
額

認
定
証
は
、
ご
自
身
で
破
棄
す

る
か
、
8
月
1
日
以
降
に
保
険

年
金
課
後
期
高
齢
医
療
係
に
お

返
し
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
医
療
係
☎
551
・

１
７
６
７

【募集人員】若干名

【雇用期間】9月1日～平成 31年 3月31日（翌

年度以降、期間の更新の制度あり）

【勤務時間】月～土曜日のうち週4日勤務（月16

日以内）原則、午前8時 30分～午後5時15分（7

時間 45分）

※水曜日は午前11時15分～午後8時までのロー

テーション勤務あり

【受験資格】保健師の資格を有する方

【報酬】月額260,400円

【試験方法】面接（8月9日㈭）

【申込み】7月17日㈫～8月7日㈫（土・日曜日

を除く）の間に、本人が履歴書（写真貼付）およ

び資格を有することを証明できるもの（原本およ

び写し）を市役所第一棟５階職員課☎ 551・1589

へ持参、または郵送（〒197-8501福生市本町 5 

※8月7日㈫必着）してください。

「福生市・武蔵村山市」
２市合同職員採用説明会開催！

保健師嘱託員募集

【
七
夕
ま
つ
り
期
間
中
の
時
間
外
開
庁
に
つ
い
て
】
８
月
４
日
㈯
は
福
生
七
夕
ま
つ
り
期
間
中
の
た
め
、
市
役
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー
は
閉
庁
し
ま
す
。【
問
合
せ
】
企
画
調
整
課
企
画
調
整
担
当
☎
551
・

１
５
２
８

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

６
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
の

間
に
鵜
野
千
代
子
様
、
福
生
社

交
飲
食
業
組
合
代
表
板
橋
榮
子

様
、
須
藤
て
る
様
ほ
か
匿
名
７

名
の
方
か
ら
計
227
万
876
円
の
ご

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄

附
金
は
、
寄
附
者
の
ご
希
望
等

に
応
じ
、
有
効
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

（
平
成
30
年
度
累
計
13
件
・

235
万
876
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

ビ
ス
を
終
日
停
止
し
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
・

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
９
５

住所異動の際には

必ず届出を行ってください

【市役所閉庁のお知らせ】８月11日㈯は、山の日(祝日)のため市役所は閉庁となりますので、窓口ご利用の際にはご注意ください。【問合せ】企画調整課企画調整担当 

☎ 551・1528


